
『補助金等の交付により造成した基金等に関する基準』等に基づく公表資料 

 

１．基金の概要 （平成 25年度） 

基  金  の  名  称 環境配慮型融資利子補給基金 

法     人     名 公益財団法人日本環境協会 

基金額（国庫補助金等相当額） 400 百万円（400 百万円）（平成 25年 6月 21 日現在） 

基 金 事 業 の 概  要 金融機関が行う環境配慮型融資のうち地球温暖化対策のため

の設備投資に係る融資に対し、その利息の一部（１％又は貸付

利率の３分の２のうちいずれか低い方の利率を貸付残高に乗

じた額）を利子補給することにより助成する事業 

 

２．見直し結果（平成 25年度） 

項  目 講 ず る 措 置 

基金事業を終了する時期 平成 25年度 

次回の見直し時期 平成 29年度 

基金事業の目標 金融機関が企業の環境配慮の取組全体を評価する環境配慮型融

資を促進することにより、企業における環境経営の取組を支援

するとともに、地球温暖化対策のための投資における資金調達

を利子補給により円滑化することによって、環境金融の拡大と

地球温暖化対策の促進を図る。 

 目標達成度の評価 ― 

基金の保有割合  ― 

 基金の保有割合の算出  ― 

使用見込みの低い基金等の 

取扱いの検討結果 

使用見込みの低い基金等の該当の有無    有・無 

有の場合の該当理由  ― 

 (使用見込みの低い基金等に該当する場合の検討の結果) 

 ― 

 


